
前年度の 前年度分 今年度分
産業廃棄物発生実績 実績報告 処理計画

1,000t未満 不要 不要
1,000t以上 不要（参考提出可） 提出義務
1,000t未満 不要
1,000t以上 提出義務

　◆　前橋市内における廃棄物発生量から提出義務者に該当する場合は、前橋市廃棄物対策課へ提出してください。
　　　〒371-8601　群馬県前橋市大手町2-12-1 前橋市廃棄物対策課（TEL：０２７-８９８-５９５３）

　　　〒370-8501 群馬県高崎市高松町35‐1　高崎市産業廃棄物対策課（TEL：０２７-３２１-１３２５）

事業場所在地 問合せ・連絡先
371-0051
前橋市上細井町2142-1
027-219-2021
370-0805
高崎市台町4-3
027-323-5530

377-0424
中之条町大字中之条町664
0279-75-4611
378-0031
沼田市薄根町4412
0278-22-4481
373-0033
太田市西本町60-27
0276-31-2517
371-8570
前橋市大手町1-1-1　16階

027-226-2862

　場を管轄する支店等を含む）の所在地に応じて、以下の提出先に提出してください。

藤岡市、富岡市、安中市、
神流町、上野村、下仁田町、
南牧村、甘楽町、
（高崎市：建設業等）

伊勢崎市、渋川市、玉村町、
榛東村、吉岡町、
（前橋市：建設業等）

提出先

中部環境事務所 廃棄物係

西部環境森林事務所 廃棄物係

総務環境係
中之条町、東吾妻町、長野原
町、嬬恋村、草津町、高山村

利根沼田環境森林事務所 総務環境係
沼田市、片品村、川場村、
みなかみ町、昭和村

（参考）　建設業関係提出先イメージ図

◎　前橋市・高崎市を除く群馬県内における廃棄物発生量から提出義務者に該当する場合は、事業場（発生現

　◆　高崎市内における廃棄物発生量から提出義務者に該当する場合は、高崎市産業廃棄物対策課へ提出してください。

提出先一覧

提出義務者基準表

前年度の状況

計画書未提出

計画書提出済 提出義務

東部環境事務所 廃棄物係
桐生市、太田市、館林市、
みどり市、板倉町、明和町、
千代田町、大泉町、邑楽町

群馬県庁
廃棄物・リサイクル課
産業廃棄物係
（郵送による受付のみ）

※発生現場を統括的に管理す
る支店や営業所等が県外にあ
る場合（建設業等）

吾妻環境森林事務所


